
 

 

 

   

 

 

※おことわり：具体的な事例を扱う場合があるため、参加は、主催協会会員および法律家、ソーシ

ャルワーカーに限らせていただきます。 

記 

 日 時：２０１９年 ２月１６日（土）１３時〜１６時半（１２時半より受付開始） 

 場 所：大阪弁護士会館２階 201・202（大阪市北区西天満１丁目 12−５ アクセスは下図） 

 申込期間：2019 年 １月１５日（火）〜２月７日（木）まで（期間厳守） 

申込方法：大阪医療ソーシャルワーカー協会ＨＰ（www.omsw.jp）「新着情報」の「ＳＬの会 第 6

回交流勉強会」に掲載のアドレスより申込フォームへアクセスし、お申し込みください。 

 定 員： １３０名   <受付期間内 応募者多数の場合調整あり> 

 参加費： 無料 

参加者への連絡：定員超過で参加をお断りする場合のみ、ご連絡します。連絡がなければ直接、 会  

場へおこしください。 

懇親会：交流会終了後、会場周辺にて開催予定です。参加費 4,000 円程度。詳細は当日。 

 

★一時保育サービスを実施します(要予約・無料)  

 [対象] 原則、首がすわっている乳児〜未就学児 

 [時間] 行事開始 15分前から終了 15分後まで 

※一時保育を希望される方は、1月 31 日（木）までに大阪弁護士会

委員会部人権課吉原までお電話（06-6364-1227）ください。申込書

を送付します。申込書の提出をもって申込が完了します。申込人数

により、お断りさせていただくことがありますので、ご了承くださ

い。 

主催：大阪弁護士会 大阪医療ソーシャルワーカー協会 

   大阪精神保健福祉士協会  大阪社会福祉士会 

 
会場アクセス 

法律家とソーシャルワーカーの交流勉強会 

第 6 回 成年後見制度 どうして？どうする？ 

 


